
国民生活局の組織再編（平成20年４月１日施行）

消費者行政推進室（新設）

⑥消費者政策に関する情報提供

⑦生活物価ダイヤル

④国民生活センター関係事務

⑦生活物価ダイヤル

・消費者行政全般の企画立案

・消費者政策会議の庶務

・消費者契約に関する事務

③国際機関等に係る消費者政策

①消費者教育に関する事務

⑤地方消費者行政、消費者団体

⑥消費者政策に関する情報提供

②製品・施設安全に関する事務

策定

・自主リコールの促進に関する事務

・施設管理の安全確保に関する業務

・製造物責任法 等

総務課

消費者企画課

消費者調整課（廃止）

調査室

国際室（廃止）

消費者団体訴訟室

企画官

消費者情報室（廃止）

【現行】
【再編後】

企画課

個人情報保護推進室

市民活動促進課

・消費者行政全般の企画立案

・消費者政策会議の庶務

・消費者契約に関する事務

①消費者教育に関する事務

②製品・施設安全に関する事務

③国際機関等に係る

消費者政策

④国民生活センター関係事務

⑤地方消費者行政、消費者団体

総務課

消費者企画課

消費者安全課（新設）

調査室

消費者団体訴訟室

企画官

国民生活情報室（新設）

企画課

個人情報保護推進室

市民活動促進課

・局HPの運営等

（①⑤⑥について、安全に係るも
のは消費者安全課で行なう。）



内閣府本府組織令の一部改正について 

平成２０年３月 

           内 閣 府 

 

○ 改正内容 

国民生活局消費者調整課の名称を消費者安全課に改め、同局総

務課、消費者企画課及び名称変更後の消費者安全課の所掌事務等

について所要の整備を行うこと。 

 

○ 改正理由 

消費者の安全の確保についての事務が増加し、重要なものとなって

きたことに鑑み、これに強力に取り組む体制にする必要があるため。 

 

○ 施行期日 

  平成２０年４月１日 
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内
閣
府
本
府
組
織
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令
参
照
条
文 

○ 

内
閣
府
設
置
法
（
平
成
十
一
年
七
月
十
六
日
法
律
第
八
十
九
号
）
（
抄
） 

 

（
内
部
部
局
等
） 

第
十
七
条 

本
府
に
は
、
そ
の
所
掌
事
務
を
遂
行
す
る
た
め
、
官
房
及
び
局
並
び
に
こ
れ
ら
の
所
掌
に
属
し
な
い
事
務
の
能
率
的
な
遂
行
の

た
め
こ
れ
を
所
掌
す
る
職
で
局
長
に
準
ず
る
も
の
を
置
く
。 

２
・
３ 

（
略
） 

４ 

第
一
項
の
官
房
及
び
局
並
び
に
第
二
項
の
部
に
は
、
課
及
び
こ
れ
に
準
ず
る
室
を
置
く
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
し
、
こ
れ
ら
の
設
置
及

び
所
掌
事
務
の
範
囲
は
、
政
令
で
定
め
る
。 

５
～
８ 

（
略
） 

９ 

第
一
項
の
局
長
に
準
ず
る
職
の
設
置
、
職
務
及
び
定
数
は
、
政
令
で
定
め
る
。 

 
 

（
略
） 
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内
閣
府
本
府
組
織
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令 

 

内
閣
は
、
内
閣
府
設
置
法
（
平
成
十
一
年
法
律
第
八
十
九
号
）
第
十
七
条
第
四
項
及
び
第
九
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
こ
の
政

令
を
制
定
す
る
。 

 

内
閣
府
本
府
組
織
令
（
平
成
十
二
年
政
令
第
二
百
四
十
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 

第
三
条
第
一
号
ト
中
「
第
三
号
へ
」
を
「
第
三
号
ヌ
」
に
改
め
る
。 

第
二
十
九
条
中
「
消
費
者
調
整
課
」
を
「
消
費
者
安
全
課
」
に
改
め
る
。 

 

第
三
十
条
第
五
号
を
同
条
第
七
号
と
し
、
同
条
第
四
号
の
次
に
次
の
二
号
を
加
え
る
。 

 

五 

独
立
行
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法
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国
民
生
活
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組
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び
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営
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こ
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六 

独
立
行
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法
人
評
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会
国
民
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ン
タ
ー
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会
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す
る
こ
と
。 

 

第
三
十
三
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号
中
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消
費
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課
」
を
「
消
費
者
安
全
課
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に
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め
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第
三
十
四
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

 

（
消
費
者
安
全
課
の
所
掌
事
務
） 



 

 

第
三
十
四
条 

消
費
者
安
全
課
は
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一
般
消
費
者
の
利
益
の
擁
護
及
び
増
進
に
関
す
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基
本
的
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策
で
一
般
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費
者
の
生
命
又

は
身
体
の
安
全
に
係
る
も
の
の
企
画
及
び
立
案
並
び
に
推
進
に
関
す
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。 

 
 

 

附 
則 

 

（
施
行
期
日
） 

１ 

こ
の
政
令
は
、
平
成
二
十
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

 

（
内
閣
府
独
立
行
政
法
人
評
価
委
員
会
令
の
一
部
改
正
） 

２ 

内
閣
府
独
立
行
政
法
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評
価
委
員
会
令
（
平
成
十
二
年
政
令
第
三
百
十
七
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 
 

第
八
条
た
だ
し
書
中
「
消
費
者
調
整
課
」
を
「
総
務
課
」
に
改
め
る
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理 

由 

 

内
閣
府
本
府
の
所
掌
事
務
の
的
確
な
遂
行
を
図
る
た
め
、
国
民
生
活
局
に
新
た
に
消
費
者
安
全
課
を
置
く
等
の
必
要
が
あ
る

か
ら
で
あ
る
。 

    



 

○ 内 閣 府 本 府 組 織 令 （ 平 成 十 二 年 六 月 七 日 政 令 第 二 百 四 十 五 号 ）             （ 傍 線 の 部 分 は 改 正 部 分 ） 

改   正   案 現     行 

 

（ 政 策 統 括 官 の 職 務 ） 

第 三 条 政 策 統 括 官 は 、 命 を 受 け て 、 次 に 掲 げ る 事 務 を 分 掌 す る 。 

一 行 政 各 部 の 統 一 を 図 る た め に 必 要 と な る 次 に 掲 げ る 事 項 の 企 画

及 び 立 案 並 び に 総 合 調 整 に 関 す る こ と （ 内 閣 官 房 が 行 う 内 閣 法 （ 昭

和 二 十 二 年 法 律 第 五 号 ） 第 十 二 条 第 二 項 第 二 号 に 掲 げ る 事 務 を 除

く 。 ） 。 

イ ～ へ （ 略 ） 

ト 災 害 予 防 、 災 害 応 急 対 策 、 災 害 復 旧 及 び 災 害 か ら の 復 興 （ 第 三

号 ヌ を 除 き 、 以 下 「 防 災 」 と い う 。 ） に 関 す る 基 本 的 な 政 策 に 関

す る 事 項 

チ ～ カ （ 略 ） 

 二 （ 略 ） 

 三 次 に 掲 げ る 事 務 

  イ ～ ホ （ 略 ） 

  へ 競 争 の 導 入 に よ る 公 共 サ ー ビ ス の 改 革 に 関 す る 法 律 （ 平 成 十

八 年 法 律 第 五 十 一 号 ） 第 七 条 第 一 項 に 規 定 す る 公 共 サ ー ビ ス 改

革 基 本 方 針 の 策 定 に 関 す る こ と 。 

  ト ～ リ （ 略 ） 

 

（ 政 策 統 括 官 の 職 務 ） 

第 三 条  政 策 統 括 官 は 、 命 を 受 け て 、 次 に 掲 げ る 事 務 を 分 掌 す る 。 

一 行 政 各 部 の 統 一 を 図 る た め に 必 要 と な る 次 に 掲 げ る 事 項 の 企 画

及 び 立 案 並 び に 総 合 調 整 に 関 す る こ と （ 内 閣 官 房 が 行 う 内 閣 法 （ 昭

和 二 十 二 年 法 律 第 五 号 ） 第 十 二 条 第 二 項 第 二 号 に 掲 げ る 事 務 を 除

く 。 ） 。 

イ ～ へ （ 略 ） 

ト 災 害 予 防 、 災 害 応 急 対 策 、 災 害 復 旧 及 び 災 害 か ら の 復 興 （ 第 三

号 ヘ を 除 き 、 以 下 「 防 災 」 と い う 。 ） に 関 す る 基 本 的 な 政 策 に 関

す る 事 項 

チ ～ カ （ 略 ） 

 二 （ 略 ） 

 三 次 に 掲 げ る 事 務 

  イ ～ ホ （ 略 ） 

  へ 競 争 の 導 入 に よ る 公 共 サ ー ビ ス の 改 革 に 関 す る 法 律 （ 平 成 十

八 年 法 律 第 五 十 一 号 ） 第 七 条 第 一 項 に 規 定 す る 公 共 サ ー ビ ス 改

革 基 本 方 針 の 策 定 に 関 す る こ と 。 

  ト ～ リ （ 略 ） 



 

  ヌ 防 災 に 関 す る 組 織 （ 災 害 対 策 基 本 法 （ 昭 和 三 十 六 年 法 律 第 二

百 二 十 三 号 ） 第 二 章 に 規 定 す る も の を い う 。 ） の 設 置 及 び 運 営 並

び に 防 災 計 画 （ 同 法 第 二 条 第 七 号 に 規 定 す る も の を い う 。 ） に 関

す る こ と 。 

  ル ～ コ （ 略 ） 

 

第 五 款 国 民 生 活 局  

 

（ 国 民 生 活 局 に 置 く 課 ）  

第 二 十 九 条 国 民 生 活 局 に 、 次 の 五 課 を 置 く 。 

  総 務 課 

  企 画 課 

  市 民 活 動 促 進 課 

  消 費 者 企 画 課 

  消 費 者 安 全 課 

 

（ 総 務 課 の 所 掌 事 務 ）  

第 三 十 条 総 務 課 は 、 次 に 掲 げ る 事 務 を つ か さ ど る 。  

一 ～ 四 （ 略 ） 

五 独 立 行 政 法 人 国 民 生 活 セ ン タ ー の 組 織 及 び 運 営 一 般 に 関 す る こ と 。

六 独 立 行 政 法 人 評 価 委 員 会 国 民 生 活 セ ン タ ー 分 科 会 の 庶 務 に 関 す る

こ と 。  

  ヌ 防 災 に 関 す る 組 織 （ 災 害 対 策 基 本 法 （ 昭 和 三 十 六 年 法 律 第 二

百 二 十 三 号 ） 第 二 章 に 規 定 す る も の を い う 。 ） の 設 置 及 び 運 営 並

び に 防 災 計 画 （ 同 法 第 二 条 第 七 号 に 規 定 す る も の を い う 。 ） に 関

す る こ と 。 

  ル ～ コ （ 略 ） 

 

第 五 款 国 民 生 活 局 

 

（ 国 民 生 活 局 に 置 く 課 ）  

第 二 十 九 条 国 民 生 活 局 に 、 次 の 五 課 を 置 く 。 

  総 務 課 

  企 画 課 

  市 民 活 動 促 進 課 

  消 費 者 企 画 課 

  消 費 者 調 整 課  

 

（ 総 務 課 の 所 掌 事 務 ）  

第 三 十 条 総 務 課 は 、 次 に 掲 げ る 事 務 を つ か さ ど る 。  
一 ～ 四 （ 略 ）  

 

 

 



 

 

七 前 各 号 に 掲 げ る も の の ほ か 、 国 民 生 活 局 の 所 掌 事 務 で 他 の 所 掌 に 属

し な い も の に 関 す る こ と 。  

 

（ 消 費 者 企 画 課 の 所 掌 事 務 ）  

第 三 十 三 条 消 費 者 企 画 課 は 、 次 に 掲 げ る 事 務 を つ か さ ど る 。  

一 一 般 消 費 者 の 利 益 の 擁 護 及 び 増 進 に 関 す る 基 本 的 な 政 策 の 企 画 及

び 立 案 並 び に 推 進 に 関 す る こ と （ 消 費 者 安 全 課 の 所 掌 に 属 す る も の を

除 く 。 ） 。 

二 （ 略 ） 

 

（ 消 費 者 安 全 課 の 所 掌 事 務 ）  

第 三 十 四 条 消 費 者 安 全 課 は 、 一 般 消 費 者 の 利 益 の 擁 護 及 び 増 進 に 関 す

る 基 本 的 な 政 策 で 一 般 消 費 者 の 生 命 又 は 身 体 の 安 全 に 係 る も の の 企

画 及 び 立 案 並 び に 推 進 に 関 す る 事 務 を つ か さ ど る 。  

 

      

 

五 前 各 号 に 掲 げ る も の の ほ か 、 国 民 生 活 局 の 所 掌 事 務 で 他 の 所 掌 に 属

し な い も の に 関 す る こ と 。  

 

（ 消 費 者 企 画 課 の 所 掌 事 務 ）  

第 三 十 三 条 消 費 者 企 画 課 は 、 次 に 掲 げ る 事 務 を つ か さ ど る 。  

一 一 般 消 費 者 の 利 益 の 擁 護 及 び 増 進 に 関 す る 基 本 的 な 政 策 の 企 画 及

び 立 案 並 び に 推 進 に 関 す る こ と （ 消 費 者 調 整 課 の 所 掌 に 属 す る も の を

除 く 。 ） 。  

二 （ 略 ）  

 

（ 消 費 者 調 整 課 の 所 掌 事 務 ）  

第 三 十 四 条 消 費 者 調 整 課 は 、 次 に 掲 げ る 事 務 を つ か さ ど る 。  

一 一 般 消 費 者 の 利 益 の 擁 護 及 び 増 進 に 関 す る 基 本 的 な 政 策 で 地 方 公

共 団 体 が 行 う 消 費 者 行 政 及 び 一 般 消 費 者 の 組 織 活 動 に 係 る も の の 企

画 及 び 立 案 並 び に 推 進 に 関 す る こ と 。  

二 一 般 消 費 者 の 利 益 の 擁 護 及 び 増 進 に 関 す る 基 本 的 な 政 策 に 関 す る

情 報 の 提 供 に 関 す る こ と 。  

三 独 立 行 政 法 人 国 民 生 活 セ ン タ ー の 組 織 及 び 運 営 一 般 に 関 す る こ と 。 
四 独 立 行 政 法 人 評 価 委 員 会 国 民 生 活 セ ン タ ー 分 科 会 の 庶 務 に 関 す る

こ と 。  

 



 

○ 内 閣 府 独 立 行 政 法 人 評 価 委 員 会 令 （ 平 成 十 二 年 六 月 七 日 政 令 第 三 百 十 七 号 ）             （ 傍 線 の 部 分 は 改 正 部 分 ） 

 
 

改   正   案 現     行 

 

（ 庶 務 ）  

第 八 条 委 員 会 の 庶 務 は 、 内 閣 府 大 臣 官 房 政 策 評 価 広 報 課 に お い て 総 括

し 、 及 び 処 理 す る 。 た だ し 、 国 民 生 活 セ ン タ ー 分 科 会 に 係 る も の に つ

い て は 国 民 生 活 局 総 務 課 に お い て 、 沖 縄 科 学 技 術 研 究 基 盤 整 備 機 構 分

科 会 に 係 る も の に つ い て は 沖 縄 振 興 局 総 務 課 に お い て 、 北 方 領 土 問 題

対 策 協 会 分 科 会 に 係 る も の に つ い て は 北 方 対 策 本 部 に お い て 処 理 す

る 。  

 

 

（ 庶 務 ）  

第 八 条 委 員 会 の 庶 務 は 、 内 閣 府 大 臣 官 房 政 策 評 価 広 報 課 に お い て 総 括

し 、 及 び 処 理 す る 。 た だ し 、 国 民 生 活 セ ン タ ー 分 科 会 に 係 る も の に つ

い て は 国 民 生 活 局 消 費 者 調 整 課 に お い て 、 沖 縄 科 学 技 術 研 究 基 盤 整 備

機 構 分 科 会 に 係 る も の に つ い て は 沖 縄 振 興 局 総 務 課 に お い て 、 北 方 領

土 問 題 対 策 協 会 分 科 会 に 係 る も の に つ い て は 北 方 対 策 本 部 に お い て

処 理 す る 。  

 


